
 

建築文化に関する検討会議 設置要綱 
 

                            

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ８ 日 
                        国立近現代建築資料館長 決定  

 
１ 趣 旨 
 文化審議会「文化芸術推進基本計画（第 2 期）（中間報告）」を踏まえ、建築文化につ

いて、その定義や振興すべき意義等を検討し、関係者に示すため「建築文化に関する

検討会議」（以下「検討会議」という。）を設置する。 
 
２ 検討事項 
  以下の要素を含む「建築文化」について検討を深め、その結果を取りまとめる。 

（１） 対象となる範囲 
（２） 振興する意義と課題 
（３） 振興に向けて各関係者に期待される役割 
（４） その他 

 
３ 開催方法 

（１） 別紙の委員により、「２ 検討事項」に定めた事項について検討を行う。 
（２） 検討会議には、座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
（３） 必要に応じて委員以外の者の協力を得ることができるものとする。 
（４） その他 

 
４ 委嘱期間 
  承諾のあった日から令和５年５月３１日までとする。 
 
５ 諸謝金等 
  委員には、文部科学省及び文化庁の規定に基づき、旅費及び謝金を支給する。 
 
６ その他 

 検討会議の設置及び運営にあたっては、関係各課の協力を得ながら企画調整課にお

いて処理する。 



 

建築文化に関する検討会議 委員 

 

石井リーサ明理 照明デザイナー 

隈 研吾 建築家 

後藤 治 学校法人工学院大学 理事長 

佐々木 葉 早稲田大学理工学術院 教授 

佐藤 主光 一橋大学教授・政府税制調査会委員 

鈴木 京香 俳優 

西尾 洋一 Casa BRUTUS編集長 

堀川 斉之 大成建設株式会社設計本部シニア・アーキテクト 

三浦 展 
株式会社カルチャースタディーズ研究所代表取締役 

社会デザイン研究者 

山﨑 鯛介 東京工業大学博物館副館長・教授 

（五十音順） 

 


